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 白書で取り上げる公共施設 

 

地方公共団体である舞鶴市が所有・管理する財産は、地方自治法に基づき下図のように

分類され、さらに公有財産は、行政財産と普通財産に分類されています。 

行政財産には、学校・庁舎・公民館等の公共建築物と、道路・橋梁・上下水道等の社会

基盤施設があります。 

一方、普通財産は、行政財産以外の財産のことをいい、用途廃止した公共施設の跡地や

建物が該当します。 

本白書では、行政財産のうち、道路・橋梁・上下水道等の社会基盤施設を除いた公共建

築物を対象としています。 

 

 

図 舞鶴市の財産の分類と白書で取り上げる公共施設の関係 
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本白書で取り上げた「公共施設」の詳細な分類及び名称等については次図に示すとおりです。 

 

図 対象とした公共施設の分類及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本白書で扱った保有施設の名称や規模は、原則として 2012年(平成 24年)4月１日時点の資

料に基づいています。 

※建物状況等施設の状況は、原則として 2010年度（平成 22年度）の資料に基づいています。 

※算出されたパーセンテージの数値は、小数点以下第 2位を四捨五入し小数点第 1位まで表示

することを原則としており、項目ごとの合計が 100.0％にならない場合があります。 

※スペース構成図及び築年別整備状況図では、図を見やすくするため、延床面積の小数点以下

を省略しています。このため、個別の数値の和と合計値が合わない場合があります。 

※将来コストは、各施設の延床面積に平均的な単価を乗じた推計値であり、実際の大規模改修

や建替えの際には個別に見直す必要があります。 
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